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○都市計画法施行令 

（昭和四十四年六月十三日） 

（政令第百五十八号） 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第二十五条 法第三十三条第二項（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。

以下同じ。）に規定する技術的細目のうち、法第三十三条第一項第二号（法第三十五条

の二第四項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害する

ことなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接

続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。 

二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、六メートル以上十二

メートル以下で国土交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は、四メ

ートル）以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されている

こと。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態

様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であつて、環境の保

全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規

模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りで

ない。 

三 市街化調整区域における開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為（主とし

て第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第六号及び第七

号において同じ。）にあつては、予定建築物等の敷地から二百五十メートル以内の距

離に幅員十二メートル以上の道路が設けられていること。 

四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル（主として住宅の建築の

用に供する目的で行う開発行為にあつては、六・五メートル）以上の道路（開発区域

の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がな

い道路）に接続していること。 

五 開発区域内の幅員九メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。 

六 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上五ヘクタール未満の開発行為にあつては、

開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上の公園、緑地又は広場

が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が

存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一であ

る場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して

特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。 

七 開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、国土交通省令で定める

ところにより、面積が一箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が

開発区域の面積の三パーセント以上の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のもので

ある場合は、公園、緑地又は広場）が設けられていること。 

八 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法（昭和二十三

年法律第百八十六号）第二十条第一項の規定による勧告に係る基準に適合していない

場合において設置する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。 

（昭五〇政二・平五政一七〇・平一二政三一二・平一三政九八・平一八政三七〇・

一部改正） 

 


